
保護者各位

生徒総合保障制度のご案内

岡山理科大学共済会

拝啓　保護者のみなさまにおかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、岡山理科大学附属中学校・高等学校では良好な教育環境を整備するとともに、
生徒が有意義な中学・高校生活を送れるように生活指導を行なっておられますが、近
年各学校において課外活動中の各種事故、あるいは校外での交通事故等による不慮の
災害が全国的に増える傾向にあります。

そこで岡山理科大学共済会では、生徒の中学・高校生活を総合的に保障する「生徒総
合保障制度」という岡山理科大学附属中学校・高等学校独自の保障制度を岡山理科
大学とタイアップしてご案内させていただきます。

岡山理科大学共済会の本制度は、お子様が学業や通学、クラブ活動、レジャーなど中
学・高校生活を送る中で起こり得る様々な危険やトラブルを想定し、校内外を問わず、
1日 24 時間、約款のとおり保障いたします。

また、保護者のみなさまに万一の場合があり得る事にも配慮し、その場合にもお子様が
学業を継続し、成就することができる保障を提供するものです。

つきましては保護者のみなさまにはこの趣旨にご理解を賜り、任意の加入ではございま
すが、申込締切日までに、ご加入いただきますようご案内申しあげます。

末筆ではございますが、お子様が岡山理科大学附属中学校・高等学校において、充実
した中学・高校生活を送り、新時代を担うにふさわしい人材に成長されることを願って
おります。

敬具



生徒総合保障制度　保障の内容

【1】この保障には、共済会が被害者の方と示談交渉を行う「示談サービス」はございません。
【2】傷害の死亡共済金受取人について特段のお申し出がない場合は、死亡共済金受取人は被共済者（保障の対象となる方）の法定相続人になります。
【2】傷害におけるケガには、有害ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
【2】特定感染症の発病に対して保障いたします。
【2】細菌性食物中毒については、被共済者の在籍する学校の管理下中に発生したものに限ります。
【2】急激かつ外来による日射または熱射による場合を含みます。
【3】疾病とは保障開始日以後に発病した病気を指します。
　・「岡山理科大学共済会　生徒総合保障制度」が本制度の正式名称となります。

お問い合せ先
万一事故にあわれたら・・・

岡山理科大学共済会事務センター

※万一事故に遭われた場合は、事故の日から30日以内にご連絡ください。
　正当な理由なく通知が無い場合は共済金が支払われない場合がありますのでご注意ください。

0120-355-232
am10:00～pm6:00（年末年始・土・日・祝日を除く）

【
2
】傷
害

死　　　亡

後遺障害

入　　　院

共済金をお支払いする場合 お支払いする共済金

共済金をお支払いできない主な場合

学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故に
よりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。

死亡・後遺障害共済金額の全額をお支払いします。
注：すでに支払った後遺障害共済金がある場合は、共済金額からすでに支払った金額を控除した
残額をお支払いします。

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害共済金額の3％～100％をお支払いします。
注：保障期間（保障のご契約期間）を通じ合算して死亡・後遺障害共済金額が限度となります。

入院の日数に対して、1日につき入院共済金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を
含めて180日以内の入院に限り60日を限度とします。また、入院共済金が支払われる期間中、別の
偶然な事故により新たにケガをされても入院共済金は重複してはお支払いできません。

手術の程度に関係なく入院共済金日額の20倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日か
らその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。

通院の日数に対して、1日につき通院共済金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を
含めて180日以内の通院に限り60日を限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常
の生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、共済金をお支払いできません。注：
入院共済金と重複してはお支払いできません。また、通院共済金が支払われる期間中、別の偶然な
事故により新たにケガをされても通院共済金は重複してはお支払いできません。

保護者の方が扶養できなくなった日の翌日から在籍する学校を卒業するまでの年数に、学資費用
共済金額を乗じて得た額を学資費用共済金として一時に支払います。

学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故に
よりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が
生じた場合。

学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故に
よりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、
かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合。

手　　　術

学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故に
よりケガをされ、上記入院共済金が支払われる場合において、その治療のため、
事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受
けられた場合。

通　　　院

学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が急激かつ偶然な外来の事故によ
りケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、
事故の日からその日を含めて180日以内に通院（往診を含みます。）された場合。

【
3
】病
気

入　　　院
入院の日数に対して、1日につき入院共済金日額をお支払いします。ただし、1回の入院につき60日
を限度とします。また、入院共済金が支払われる期間中、新たな疾病を被っても入院共済金は重複
してはお支払いできません。

手術の程度に関係なく入院共済金日額の20倍をお支払いします。ただし、1入院につき入院の日か
らその日を含めて60日以内の手術1回に限ります。

学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が疾病を被り、医師がその治療の
ために継続して入院が必要であると診断して入院した場合、入院共済金として
お支払いします。

手　　　術
学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）が疾病による入院により、上記入
院共済金が支払われる場合において、その治療のため、病院または診療所にお
いて手術を受けられた場合。ただし病気入院共済金が支払われる期間中に受け
た手術に限ります。

あらかじめ指定された学生・生徒（被共済者ー保障の対象となる方）の保護者が
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故のその日を含めて180日以
内に死亡または重度後遺障害（扶養不能状態）が生じたために、学生・生徒が保
護者に扶養されなくなった場合。
（重度後遺障害例）
●両目が失明した
●咀嚼（そしゃく）または言語の機能を全く廃した。
●その他身体の著しい障害により、終身常に介護を必要とするときなど。

【4】学資費用（傷害）

【５】学資費用（病気）あらかじめ指定された学生・生徒（被共済者― 保障の対象となる方）の保護者が病気によって死亡された場合。

被共済者（保障の対象となる方）または扶養者の故意による病気やケガ。被共済者または保護者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気やケガ。被共済者または保護者の脳疾患、心神喪失によるケガ。天災による損害、ケ

ガ。戦争、内乱、暴動、テロ行為、核燃料物質の有害な特性などによる損害、病気やケガ。危険な運動を行っている間のケガ。被共済者の先天性異常。被共済者の妊娠、出産。保障開始日以前に発病していた病気またこれらと因果関

係が認められる病気。他覚症状のない腰痛、背痛、首痛など。職務（アルバイト業務を含みます）の遂行に直接起因する個人賠償責任。航空機、船舶、車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きます）、銃器（空気銃を除きます。）の

所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。※その他詳しい保障内容につきましては、生徒総合保障制度約款をご参照下さい。

保護者の方が死亡した日の翌日から在籍する学校を卒業するまでの年数に、学資費用共済金額を乗
じて得た額を学資費用共済金として一時に支払います。

1回の事故につき、ご契約者・被共済者または被共済者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社
会通念上、妥当とみられる金額を救援者費用共済金額を限度としてお支払いします。・捜索救援費用・交
通費（救援者2名分まで）・宿泊費（救援者2名かつ１名につき14日分まで）・移送費用・諸雑費（国外の
場合には20万円限度、国内の場合には3万円限度）

学生・生徒（被共済者― 保障の対象となる方）が偶然な事故に遭い、緊急な捜索・
救援活動が必要な場合等に、その費用に対して共済金をお支払いします。【６】救援者費用

【1】賠償責任

日本国内において被共済者（注1）（保障の対象となる方）が次の偶然な事故
により他人にケガをさせたり、他人のもの（情報機器等に記録された情報を
含みます。）（注2）を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担
することにより損害を被った場合（1）被共済者本人の本拠である住宅の所
有・使用または管理に起因する偶然の事故。（2）被共済者の日常生活（住宅
以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。）に起因する偶然な事故。
（注1）賠償責任における被共済者はご本人（加入者証の被共済者氏名欄に
記載の方）と被共済者本人の親権者およびその他の法定監督義務者となり
ます。（注2）受託品を破損した場合に負担する損害賠償責任については、そ
の受託品が次に掲げる間に損壊、紛失、または盗取された場合に限り共済金
をお支払いします。①受託品が被共済者の居住の用に供される住宅内に保管
されている間。②受託品が被共済者によって日常生活上の必要に応じて一時
的に住宅外で管理されている間。

1回の事故につき、賠償責任共済金額を限度に損害賠償金をお支払いします。また、被害の防止に
要した費用、緊急措置に要した費用等をお支払いします。





例1

例2

傷　害

●自転車で走行中、自動車と出会い頭に衝突。
　足を骨折し10日間入院。その後5日間
　通院した。
●サッカーの練習中、ゴールポストにぶつかり
　頭に裂傷。入院した。

学資費用

●保護者が海外出張の際、航空機事故により
　死亡した。

●保護者が病気で死亡した。

例5 賠償責任

校内・校外、国内・国外を問わずに事故
によるケガについて24時間の保障。手
術共済金のお支払い。

例4 病　気

●盲腸で入院。手術を受けた。
＊細菌性食物中毒は傷害の保障で対応します。
　　　　　　　　　　　　　　　　（学校の管理下中に限ります）

＊熱中症は傷害の保障で対応します。
＊特定感染症は傷害の保障で対応します。

生徒が病気になり入院、手術した場合
の保障。

日常生活中に過って他人にケガをさ
せたり、他人の財物を壊してしまった
ときの保障。
（法律上の賠償責任を負った場合）

例6 救援者費用
生徒が偶然の事故に遭い、緊
急な捜索・救援活動が必要な
場合。

保護者がケガで万一の場合、所定の学
資費用共済金が支払われます。

例3 学資費用 保護者が病気で万一の場合、所定の
学資費用共済金が支払われます。

●スキー中にスピードが出すぎて制動が
　きかなくなり、他人に衝突。骨折および
　裂傷を負わせてしまった。

●自転車で走行中、過って近所の子供に
　ぶつかり、ケガをさせてしまった。

●旅行先で事故に遭い、大ケガ。入院先に両親が
　駆けつけた。

※Ｂプランにご加入の場合。

保 障 例 自転車やバイクに関する事故が特に多くなっています。
生徒の皆さんはもちろん保護者の方も用心が必要です。

下記のような事故の場合、生徒総合保障制度がお役に立ちます。
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